福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金交付要綱

（趣旨）

第１条　県は、県内の障がい者文化芸術活動の更なる振興を図ることを目的とし、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和４５年福島県規則第１０７号。以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

（補助対象者）

第２条　この補助金の対象者は、芸術文化活動を行う障がい者本人やその家族、障害福祉サービス事業所、文化施設、支援団体等（以下「事業所等」という。）を支援する拠点「障がい者芸術文化活動支援センター」（以下「支援センター」という。）を設置し、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」（平成３０年法律第４７号。以下「障害者文化芸術推進法」という。）の第７条第１項に基づく「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」に定める施策の方向性を踏まえ、次に掲げる事業を行う社会福祉法人その他の法人格をもつ団体をいうものとする。

　（１）県内における事業所等に対する相談支援

　　　　事業所等から支援方法、創造環境の整備、権利の保護、鑑賞支援、作品の販売・公演、記録・保存、地域・国際交流等に関する相談を受け付け、関係機関や専門家の紹介や専門的知見によるアドバイス、職員等の訪問による相談支援や体験講座等を行うこと。
　　　　なお、相談への対応に当たっては、相談記録のデータベース化を図るなど工夫し、障がい者芸術文化活動広域支援センター（以下「広域センター」という。）等と共有すること。
　（２）芸術文化活動を支援する人材の育成等

　　　　文化、福祉、教育等の多様な分野で芸術文化活動に関わる者等に対して、他分野に関する知識等を深めるよう、芸術文化活動の支援方法、著作権等の権利保護、障がい特性への理解等に関する研修や、現場体験プログラムの提供などを行い、人材の育成及び確保を図ること。
　　　　また、芸術文化活動に関わる各分野をつなぐ人材の育成についても工夫すること。
　（３）関係者のネットワークづくり

　　　　芸術文化活動を支える人材が連携・協力し、多角的な面から支援の在り方が考えられるよう、障がい者やその家族、福祉や芸術等の専門家、事業所や文化施設の職員、文化、福祉、まちづくり等の行政職員、教育関係者、研究者、地域住民など、分野や領域を超えてさまざまな関係者とネットワークを築くこと。
　　　　また、ネットワークを通じ、事業についての意見交換や情報共有、芸術文化活動の質の向上などに務め、事業の実施に必要な協力を得ること。
　（４）芸術文化活動（鑑賞・創造・発表）に参加する機会の確保
　　　　地域における障がい者の活躍の場を拡げ、多様な人々との交流が促進されるよう、専門家等と連携を図り、障がい者が作品等を鑑賞する機会、日頃の創作活動や新たな価値創造を行う機会、活動の成果等を発表する機会など、さまざまな目的や方法による芸術文化活動に参加する機会を確保すること。
　　　　確保に当たっては、支援センター自らが機会を創出する方法、あるいは、地域の他の主催者等が機会を創出するに当たり、助言や必要な物品・人員等の提供を行う方法も可能とする。

　　　　なお、支援センター自らが機会を創出する場合、地域の文化、福祉、教育等の関係者や団体等と実行委員会を構成するなど、地域にノウハウが共有されるように努めること。
　（５）情報収集・発信

　　　　展示や公演、上映会などのイベント情報、芸術文化活動の実態把握、作品・作者等に関する情報など、県内の芸術文化活動の情報を収集・発信するとともに、広域センター等と連携し、得られた情報の活用を行うこと。
　　　　また、可能な限り国内外の情報収集・発信にも努めること。
　　　　その際、障がい特性に配慮しつつ、障がい者本人等に情報が十分届くよう工夫すること。
　（６）事業評価及び成果報告のとりまとめ
　　　　地域の障がい者の芸術文化活動に対する支援の現状把握と事業の向上を図るため、事業評価に取り組むこと。
　　　　また、実施成果をとりまとめ、広域センターへ報告するとともに、報告書を作成すること。
　（７）支援センターの機能強化
　　　　県内のニーズを踏まえ、障害福祉サービス事業所や文化施設等に出向き、相談や専門的知見によるアドバイスを行うこと。
（交付額の算定方法、対象年度）

第３条　補助金の交付額は、次により算出した額を交付する。

　（１）別表第２欄に定める補助額、同表第１欄に定める対象経費の実支出額及び総事業

費から寄付金その他の収入を控除した額を比較して最も少ない額を選定する。

　（２）前号により選定した額に別表の第３欄に定める補助率を乗じて得た額の範囲内　　　　において知事が定める額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じ　　　　た場合には、これを切り捨てるものとする。

２　交付の対象年度は、当該年度とする。
（補助金の申請）

第４条　規則第４条第１項の申請書は、福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金交付申請書（第１号様式）によるものとし、その提出期限は、知事が別に定める日とする。

２　規則第４条第２項第２号に規定する別に定める書類とは、次のとおりとする。

　（１）補助金所要額調書（別紙１）
（２）対象経費別所要額内訳（別紙２）

　（３）事業計画書（別紙３）

　（４）収入支出予算書抄本

　（５）その他知事が必要と認める書類

３　申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、１部とする。

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等）

第５条　補助事業者は、規則第４条の規定に基づき補助金の申請を行うに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法及び地方税の規定により仕入に係る消費税及び地方消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

２　補助事業者は、規則第１３条の規定に基づき実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税仕　入控除税額を減額して報告しなければならない。

（交付の条件）

第６条　規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は、次のとおりとする。（１）事業内容に変更がなく、かつ補助金の増額を伴わない事業費の２０％以内の変更。（２）第３条に掲げる事業区分内における補助対象経費の費目間の流用で２０％以内の
　増減。

（変更の承認）

第７条　規則第６条第１項第１号又は第２号の規定に基づき、知事の承認を受けようとする場合は、福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金事業変更（中止・廃止）承認申請書（第２号様式）を知事に提出しなければならない。

（申請を取り下げることができる期日）

第８条　規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、補助金の交付決定の通知を受理した日から起算して１５日を経過した日とする。

（概算払）
第９条　知事は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

２　前項の規定に基づき、補助金の概算払いを受けようとするときは、福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金事業概算払請求書（第３号様式）を知事に提出しなければならない。

（完了報告）

第１０条　補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金事業完了報告書（第４号様式）を知事に提出しなければならない。

（実績報告）

第１１条　規則第１３条の規定による実績報告は、福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金事業実績報告書（第５号様式）に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日（事業廃止について知事の承認を受けた場合においては、承認を受けた日）から起算して　３０日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の３月３１日（補助金を全額概算払いにより交付を受けた場合は、当該年度の翌年度の４月３０日）のいずれか早い日までに行わなければならない。

　　（１）補助金収支精算書（別紙４）
    （２）対象経費別実支出額内訳（別紙５）

　　（３）事業実績書（別紙６）

　　（４）収入支出決算（見込）書抄本

　　（５）その他知事が必要と認める書類

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）

第１２条　補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書（第６号様式）を知事に提出しなければならない。

２　知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。

（補助金の交付の請求）

第１３条　補助金交付の決定の通知を受けた補助事業者は、補助事業が完了した場合は、福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金交付請求書（第７号様式）を速やかに知事に提出しなければならない。

（会計帳簿等の整備）

第１４条　補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金等の収支状況を記載した会計帳簿　その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して　５年間保存しておかなければならない。

　　　附　則

　この要綱は、令和元年５月１７日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。
　この要綱は、令和３年５月２８日から施行し、令和３年４月１日から適用する。
　この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
　この要綱は、令和７年５月７日から施行し、令和７年４月１日から適用する。
　この要綱は、令和８年６月１２日から施行し、令和８年４月１日から適用する。

別表

	１　対　象　経　費
	２　補助額
	３ 補助率

	　障がい者芸術文化活動支援センターの運営に必要な給与、諸手当、報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費（消耗品費、燃料費及び印刷製本費）、役務費（通信運搬費、手数料及び保険料）、会議費、使用料及び賃借料


	 　　５，５５０千円


	１０／１０




   第１号様式

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　号

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

  　福島県知事

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地

  　　　　　　　　　　　　　補助事業者等　名　　　　　称

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は代表者の氏名　　　　　　　

　　　　年度福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金交付申請書

  このことについて、下記のとおり福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金事業を実施したいので、福島県補助金等の交付等に関する規則第４条第１項の規定により、補助金　　　　　　　円を交付してくださるよう申請します。

記

１　事業の目的

２　補助金所要額調書（別紙１）

３  対象経費別所要額内訳 （別紙２）
４  事業計画書（別紙３）

５　収入支出予算書（見込）抄本

６　事業着手予定及び事業完了予定年月日

　（１）事業着手予定年月日　　　　　年　　　月　　　日

  （２）事業完了予定年月日　　　　　年　　　月　　　日

７　本件責任者及び担当者

　　責任者氏名

　　担当者氏名

　　連絡先

（別紙１）

補　助　金　所　要　額　調　書
                                                                                                            （単位：円）

	事　業　名


	総事業費
Ａ
	寄付金その

他の収入額

     B
	 差　引　額

C＝Ａ－Ｂ
	 対象経費
支出予定額

    Ｄ
	補助基準額

　　

Ｅ
	　選 定 額

 （Ｃ、Ｄ及び
　 Ｅのうち最
　　も低い額）
Ｆ
	 補助率

 Ｇ
	 補　助　金

 所　要　額

 Ｈ＝Ｆ×Ｇ
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（別紙２）　

対象経費別所要額内訳
（単位：円）

	項目
	用途
	実施内容・数量等
	積算根拠（単価・内訳）
	金額

	人件費
	報酬・給与・賃金・共済費・手当等
	
	
	

	謝金等
	報償費（講師謝金等）
	
	
	

	旅費
	旅費
	
	
	

	需用費
	消耗品費・燃料費・印刷製本費等
	
	
	

	役務費
	通信運搬費・手数料・保険料
	
	
	

	使用料等
	使用料及び賃借料
	
	
	

	その他
	会議費等
	
	
	

	合計
	
	
	
	


（別紙３）

事　　業　　計　　画　　書
                                                                                    補助事業者名（            　　      ）

	事　業　名


	事　業　の　概　要


	　　　備　　　　考　　

（実施日・参加者数等）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


　

　※実施要綱・要領等の関係資料を添付すること。

   第２号様式

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　号

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

  　福島県知事

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地

  　　　　　　　　　　　　　補助事業者等　名　　　　　称

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は代表者の氏名　　　　　　　

福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金事業変更（中止・廃止）承認申請書

　このことについて、　　　　年度福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金事業の事業計画を変更（中止・廃止）したいので、福島県補助金等の交付等に関する規則第６条第１項の規定により、承認してくださるよう申請します。

記

１　補助金の交付決定年月日及び番号

２　変更（中止・廃止）の理由

３　変更（中止・廃止）の内容

   第３号様式

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　号

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

  　福島県知事

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地

  　　　　　　　　　　　　　補助事業者等　名　　　　　称

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は代表者の氏名　　　　　　　

福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金事業概算払請求書

　　　　　年　　月　　日付け福島県指令　　第　　　号で交付決定のあった　　　　度福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金事業について、下記のとおり概算払により交付してくださるよう請求します。

記

１　事業名

２　請求金額　　　　　　　　　　　　　円

３　概算払いを請求する理由

   第４号様式

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　号

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

  　福島県知事

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地

  　　　　　　　　　　　　　補助事業者等　名　　　　　称

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は代表者の氏名　　　　　　　

福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金事業完了報告書

　　　　　年度福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金事業について、下記のとおり完了したので、報告します。

記

	 事業名
	　福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金事業

	 交付決定年月日

	　　　　年　　　月　　　日付け

　福島県指令  　第　　　　　　号

	 交付決定額
	     　　　　　　　　　　　   円

	 着手年月日
	  　　　 　 年　　　月　　　日

	 完了年月日

	  　　　  　年　　　月　　　日




   第５号様式

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　号

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

  　福島県知事

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地

  　　　　　　　　　　　　　補助事業者等　名　　　　　称

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は代表者の氏名　　　　　　　

福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金事業実績報告書

  　　　　年度において、下記のとおり福島県障がい者文化芸術活動支援センター補助金事業を実施したので、福島県補助金等の交付等に関する規則第１３条第１項の規定により、その実績を報告します。

記

１　補助金収支精算書（別紙４）
２　対象経費別実支出額内訳（別紙５）

３　事業実績書（別紙６）

４　収入支出決算（見込）書抄本

（別紙４）

補　助　金　収　支　精　算　書
                                                                                                            （単位：円）

	事　業　名


	総事業費
Ａ
	寄付金その

他の収入額

     B
	 差　引　額

C＝Ａ－Ｂ
	　対象経費

　実支出額

    Ｄ
	補助基準額

　　

Ｅ
	　選 定 額

 （Ｃ、Ｄ及び
　 Ｅのうち最
　　も低い額）
Ｆ
	 補助率

 Ｇ
	 補　助　金

 所　要　額

 Ｈ＝Ｆ×Ｇ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　計


	
	
	
	
	
	
	 １０／１０

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（別紙５）　

対象経費別実支出額内訳
（単位：円）

	項目
	用途
	実施内容・数量等
	積算根拠（単価・内訳）
	金額

	人件費
	報酬・給与・賃金・共済費・手当等
	
	
	

	謝金等
	報償費（講師謝金等）
	
	
	

	旅費
	旅費
	
	
	

	需用費
	消耗品費・燃料費・印刷製本費等
	
	
	

	役務費
	通信運搬費・手数料・保険料
	
	
	

	使用料等
	使用料及び賃借料
	
	
	

	その他
	会議費等
	
	
	

	合計
	
	
	
	


（別紙６）

事　　業　　実　　績　　書
                                                                                    補助事業者名（            　　      ）

	事　業　名


	事　業　の　概　要


	　　　備　　　　考　　

（実施日・参加者数等）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


　※実施要綱・要領等の関係資料を添付すること。

   第６号様式

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　号

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

  　福島県知事

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地

  　　　　　　　　　　　　　補助事業者等　名　　　　　称

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は代表者の氏名　　　　　　　

年度消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書

　　　　　年　月　日付け福島県指令　第　　　　号で交付決定のあった福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金について、福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金交付要綱第１２条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

　法人が消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額（要補助金返還相当額）

	　金額                                        円 



 参考となる書類（金額の積算内訳等を添付すること）

   第７号様式

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　号

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

  　福島県知事

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地

  　　　　　　　　　　　　　補助事業者等　名　　　　　称

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は代表者の氏名　　　　　　　

福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金交付請求書

　　　　　年　月　日付け福島県指令　第　　　　号で交付決定のあった福島県障がい者芸術文化活動普及支援事業費補助金について、下記により金　　　　　　　　円を交付してくださるよう請求します。

記

	 事業名

	福島県障がい者芸術文化活動支援センター補助金事業

	 事業費
	　 　　　　　　　　　 　 円

	 交付決定額   (A)
	　　　　              　 円

	 受領済額   (B)
	                      　 円

	 今回請求額   (C)
	                      　 円

	 残額 (A)-(B)-(C)

	                       　円




